
建　設　課

各種補助制度のお知らせ
安心で安全な暮らしを支援します

町建設課　建設管理班　☎0187（84）4910申・問

美郷町住宅リフォーム緊急支援事業

木造住宅耐震診断・耐震改修補助事業

住宅用太陽光発電システム設置費補助事業

住宅のリフォームをお考えの皆さまへ

住宅の耐震診断・耐震改修をお考えの皆さまへ

太陽光発電システムの設置をお考えの皆さまへ

・自ら居住する町内の住宅に太陽光発電システムを設置する方または町内に太陽光発電システム
　付き住宅を購入する方
・町税および使用料等の滞納がない方
・電力会社と電灯契約および余剰電力の販売契約を締結できる方
・町内の事業所等と契約を締結して設置できる方

・新規品であること
・公称最大出力が10kw未満のものであること

発電システム
の　条　件

・秋田県住宅リフォーム緊急支援事業、県の太陽光発電システム補助金との併用もできますが、
　それぞれ補助条件が異なるのでご注意ください。
・太陽光発電システムを増設する場合も対象となるケースがありますのでご相談ください。

そ　の　他

一戸建ての住宅（住宅の車庫、物置を含む）
※併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が 建物全体の延べ面積の２分の１以上であること対 象 住 宅

自ら居住する町内の住宅の増改築工事やリフォーム工事を行う方で、町税および使用料等の滞納
がない方対　象　者

秋田県住宅リフォーム緊急支援事業と併せてご利用できます。
※国の補助金を活用しているため、申請期間等は事前にご相談ください。そ　の　他

対象工事に要する費用の10％に相当する額（千円未満は切り捨て、上限額８万円）
※過去にこの事業を利用された方は合わせて上限額10万円補助金の額

補助金の額

耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判断されたものを1.0以上に補強を行う改修
※簡易な耐震補強等は対象となりません。対 象 工 事

対　象　者

①耐震診断士の所属する町内の業者と契約を締結できる方
②対象住宅を所有（共有を含む）する方
③町税および使用料等の滞納がない方

①町内の業者と契約を締結できる方
②対象住宅を所有（共有を含む）する方
③町税および使用料等の滞納がない方

対　象　者

次に掲げる全ての条件を満たす工事
①増改築・リフォームに要する費用（消費税および地方消費税の額を含む）が50万円以上であること
②町内に事業所を有する法人または町内に住所を置く個人が施工するものであること
③平成26年度中に工事が完了し、平成27年３月15日までに完了実績報告書を提出できること

対 象 工 事

補助金の額 公称最大出力１kw当たり４万５千円（上限は最大出力４kw：18万円まで）

そ　の　他 秋田県住宅リフォーム緊急支援事業と併せてご利用できます。

対 象 住 宅 昭和56年５月31日以前に建築され、自ら居住する町内の木造戸建住宅

耐震改修に要する費用の３分の１の額（千円未満切り捨て、上限額60万円）
※所得税特別控除額を差し引いた額

耐震診断の場合

耐震改修の場合

耐震診断に要する費用の３分の２の額（千円未満切り捨て、上限額５万円）耐震診断の場合

耐震改修の場合
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住民生活課

商工観光交流課

町商工観光交流課　交流・商工班　☎0187（84）4909申・問

「水環境マイスター養成講座」の受講生を募集しています
第３回養成講座は湯沢市で開催

チャイルドシートの購入費用を助成しています
　チャイルドシートの着用を促進し、乗車中の乳幼児の
安全を守るため、購入費用の一部を助成しています。
対 象 者●６歳未満の乳幼児にチャイルドシートを購入す
　　　　　る保護者で、その乳幼児と同居し同一生計で
　　　　　ある方。ただし、町民の方に限ります。
助成金額●購入費用の２分の１以内（上限１万円）
　　　　　※対象乳幼児１人につき１台限り
申請方法●チャイルドシートを購入後、右の書類を町住
　　　　　民生活課に提出してください。
※申請書と請求書は住民生活課の窓口に備え付けている
　ほか、町のホームページからもダウンロードできます。

　地域の水環境保全活動のリーダーとなる人材の育成お
よび水環境学習機会を創出するため、「水環境マイスタ
ー養成講座」を開催しています。
 第３回養成講座は、湯沢市「川原毛地獄」や「名水百
選力水」などでの現地講座です。他の地域の特異な水
質・水環境を知る機会として、ぜひご参加ください。
開催期日●９月13日㈯
開催場所●湯沢市「川原毛地獄」など
集合場所●美郷町保健センター
講　　師●秋田大学大学院工学資源学研究科附属
　　　　　理工学研究センター　
　　　　　助教　網田　和宏　氏
定　　員●25名

申込方法●電話で町住民生活課へお申し込みください。
　　　　　当日は町有マイクロバスで移動するため、定
　　　　　員に達した時点で申し込みを締め切らせてい
　　　　　ただきます。
申込期限●９月８日㈪

提
出
書
類

①チャイルドシート購入費補助金交付申請書
　チャイルドシート本体の背面または側面にある型式
　番号（下図）を申請書の欄外に記入してください。

  8:00
　　　　※10分前まで集合してください。
10:00
12:00
13:30
14:20
17:30
※日程の都合上、現地講座の内容は変更になる場合も
　あります。あらかじめご了承ください。

美郷町保健センター　出発

現地講座①「川原毛地獄」
現地講座②「佐藤養助総本店」
現地講座③「名水百選力水」
現地講座④「秋田銘醸」
美郷町保健センター　到着

②領収書　※レシートは不可
（購入者の氏名、商品名、日付が記載されたもの）
③品質保証書の写し　　④補助金交付請求書
⑤通帳の写し

Ｃ－○○○○ ○○○○○○
自 Ｅ○○または などで表示

　町では、求職者や在職者の職業能力向上や就労支援を
図るため、職業訓練団体が行う講習会等の受講料を受講
者の方に助成金として交付します。
対　　象●次の①～②を全て満たしていること
　　　　　①県内各地区の職業訓練協会が行う、特別教
　　　　　　室ならびに技術検定であること
　　　　　②美郷町に居住する方で、個人が負担する受
　　　　　　講料であること

職業訓練団体が行う講習会等の
受講料を助成します

美郷町職業訓練等支援事業

町住民生活課　環境安全班　☎0187（84）4903

助成金額●受講料の全額（上限１万５千円）
　　　　　※１人につき、年間１件までとします。
申請方法●受講後速やかに、次の書類を添えて町商工観
　　　　　光交流課へ申請してください。
　　　　　・美郷町職業訓練等支援事業費補助金交付申
　　　　　　請書
　　　　　・受講内容と金額が確認できる書類の写し
　　　　　・補助金交付請求書
　　　　　・通帳の写し

受講 → 町に交付申請 →町から交付決定 
→ 助成金交付

助成金交付
までの流れ

日
程（
予
定
）

申・問
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